
休講クラスおよび有効期限の延長について 

スクール会員各位 

平素より当テニススクールをご愛顧賜り誠にありがとうございます。 

緊急事態宣言延長に伴い、休講クラス、時間短縮クラス、および各種有効期限について当ホームページ

にて 1月 10日付でご案内しておりますが、下記のとおり再度ご案内させていただきます。 

＜休講クラス＞ 

○平日  G（20:15～21:45） 、H（21:50～23:20） 

○土曜日 H（20:00～21:30） 

○日曜日 H（20:00～21:30） 

※休講クラスへの振替は取消しさせていただきます。 

＜時間短縮クラス＞ 

○平日  F（18:40～20:10）→（18：40～20：00）80分レッスン 

※平日 Fクラス在籍の方には緊急事態宣言延長に伴い、レッスンチケットを再度 1枚差し上げます。 

※平日 Fクラスへ振替の方はレッスン時間短縮をご了承のうえ振替願います。レッスンチケットのお渡し

はございませんのでご了承ください。 

＜該当休講クラス在籍の方の各種有効期限延長について＞ 

〇有効期限が 2021年 1月末までの振替について  

⇒2021年 3月末までに延長いたします。 

〇有効期限が 2021年 2月末までの振替について  

⇒2021年 3月末までに延長いたします。 

〇2021年 1月末退会の方について（休講クラス在籍の方） 

⇒振替残数分の 1レッスンチケット（有効期限 2021年 2月末）をお持ちの方は有効期限を 2021年 3

月末までに延長いたします。 

セサミテニススクール大船 

 


